
1 

 

障がい者・児を取り巻く社会環境の変化及びニーズ調査結果等の概要について 

  

１ 近年の障がい者・児施策の動向等について 

⑴ 「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」へ 

  ・ 「障害者自立支援法」の施行（平成１８年） 

⇒ 就労支援の強化や地域移行の推進を図ることを目指し，身体・知的・精神の３障がい一元化

による福祉サービス体系を再編 

・ 利用者負担の見直し（応益負担から応能負担）（平成１９年） 

・ 「障害者総合支援法」の施行（平成２５年） 

⇒ 制度の谷間のない支援を提供するため，障がい者の定義に新たに難病等を追加し，障がい福

祉サービスの対象とする。 

⑵ 「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」一部改正法の施行(平成３０年) 

・ 法施行３年後の見直しがなされ，一人暮らしへの移行を希望する知的障がい者などの意思を尊

重した地域生活を支援するため，定期的な巡回訪問や随時の対応をする「自立生活援助」や就労

に伴う生活面の課題に対応できるよう，事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわた

り支援する「就労定着支援」が新たに創設 

・ 障がい児福祉計画の策定 

⇒ 児童福祉法に基づく障がい児通所支援などについて，サービスの提供体制を計画的に確保す

るため，都道府県及び市町村において障がい児福祉計画を策定する等の見直しを実施 

⑶ 雇用・就業について 

・ 「障害者雇用率」の改定（平成３０年４月施行） 

 ⇒ 民間事業主については，2.2％ 

   国・地方公共団体等については，2.5％ 

   教育委員会については，2.4％ 

    ※ 経過措置期間中のため，令和３年４月までに，それぞれ更に 0.1％アップ 

・ 「改正障害者雇用促進法」の施行（令和２年４月施行） 

⇒ 国等が率先して障がい者を雇用する責務の明確化や地方自治体における「障がい者活躍推進

計画」作成の義務化のほか，障がい者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度が創設

された。 

⑷ 文化・芸術について 

  ・ 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行（平成３０年６月） 

  ・ 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」の施行（令和元

年６月） 

 ⑸ 就学前の障がい児の発達支援の無償化（令和元年１０月） 

３歳から５歳までの児童発達支援，医療型児童発達支援，福祉型障がい児入所施設，医療型障が

い児入所施設，居宅訪問型児童発達支援，保育所等訪問支援の利用者負担の無償化 

 ⑹ 国の基本指針の一部改正について（令和２年５月） 

   「第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」において必要な障がい福祉サービス及び障がい

児福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標を設定することが示されている。 

資 料 ２ 
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２ 本市における状況 

 ⑴ 人口と障がい者手帳所持者の状況 

本市における障がい者手帳所持者は，２３，６９０人と年々増加傾向にあり，特に，精神障がい

者保健福祉手帳所持者の伸び率が高い傾向にある。また，障がい者手帳所持者の本市人口に占める

割合は，令和２年３月３１日で４．５７％となっている。 

<障がい者手帳所持者の推移> 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

<障がい者・児別手帳所持者数の推移 > 
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① 施設入所者の地域生活への移行 ② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

③ 地域生活支援拠点等の整備   ④ 福祉施設から一般就労への移行（一部新規） 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備（一部新規）  

➅ 相談支援体制の充実・強化等（新規）⑦ 障がい福祉サービス等の質の向上（新規） 
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⑵ 難病患者等の状況 

難病の患者に対する医療費助成については，良質かつ適切な医療の確保を図ることを目的として，

平成２７年１月に難病法が施行され，現在，対象疾患は，３３３疾患に拡大され，年々受給者は増

加している。 

＜指定難病医療費助成事業の受給者数の推移＞ 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

受給者数 ３，２１１人 ３，３４９人 ３，６０５人

 

⑶ 障がい福祉サービス給付費及び利用者数 

障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの利用に係る利用者数は年々増加傾向にあり，平

成２７年度から令和元年度では約２０％増加し，令和元年度において４，２５７人となっている。 

また，障がい福祉サービスの提供に係る経費も同様に増加傾向にあり，平成２７年度から令和元

年度では約３０％増加し，令和元年度において約７６億５千万円となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ 障がい児通所給付費及び利用者数 

児童福祉法に基づく障がい児通所サービスの利用に係る利用者数は年々増加傾向にあり，平成２

７年度から令和元年度では約２５０％増加し，令和元年度において１，４７０人となっている。 

また，障がい児通所サービスの提供に係る経費も同様に増加傾向にあり，平成２７年度から令和

元年度では，約３７０％増加し，令和元年度において約１８億９千万円となっている。 
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 ⑸ 医療的ケア児の状況 

令和２年３月に実施した栃木県の実態調査（２０歳未満）では，本市の在宅医療的ケア児は６８

人で，うち人工呼吸器を装着している児は１６人，たんの吸引は３７人，経管栄養は４２人です。

年齢別では，０～６歳（就学前）が最も多く，４７人（８２．６％）となっております。 

 

３ アンケート調査結果の概要について 

 ⑴ 目的 

「（仮称）第６期宇都宮市障がい福祉サービス計画・第２期宇都宮市障がい児福祉サービス計画」

の策定にあたり，障がい者の生活実態や障がい児福祉サービス等の必要な量とその確保策等を検討

する上での基礎資料とするため，アンケート調査を実施 

 

 ⑵ 調査概要 

  ア 対象者 

   ・ 本市の障がい者手帳所持者（身体・知的・精神障がい）及び障がい福祉サービス・障がい児

通所サービス等利用者のうち，男女別，年齢別に偏りがないよう層化無作為抽出した２，７６

５人（うち１８歳未満７７４人） 

   ・ 本市において障がい福祉サービス・障がい児通所サービス等（居宅介護，共同生活援助，就

労継続支援，放課後等デイサービス，移動支援等）の提供を行っている２００事業所 

  イ 調査期間 

    令和２年５月１５日（金）～６月１７日（水） 

ウ 調査方法 

    郵送 

  エ 回収結果 

   【個人】 

発送数 回答数 回答率 

２，７６５人 １，４８８人 ５３．８％ 

 

   【事業所】 

発送数 回答数 回答率 

２００事業所 １４７事業所 ７３．５％ 

 

 ⑶ 調査結果 

  利用者の回答結果 

ア 介護者・今後の生活 

   ・ 主な介護者については，「父母・祖父母・兄弟」が４７．６％と最も多く，次に「配偶者」が

９．９％となっており，家族が介護をしている利用者は約６割である。また，年齢も「６０歳

以上」が３８．１％を占めており，介護者の高齢化が見受けられる。 
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・ 今後希望する生活については，「今までと同じように暮らしたい」が５６．７％と最も多く，

「一人で暮らしたい」，「グループホームで暮らしたい」など地域で暮らしたいと回答した人は，

合せて１７．８％となっている。 

   ・ 将来「グループホームで暮らしたい」と回答した人のうち，「将来，市内のグループホームに

入居を検討」している人が８２．８％となっており，グループホームの需要が高いことがうか

がえる。 

   ・ 地域移行や親なき後の備えのために必要な支援については，「必要な在宅サービスが適切に受

けられること」が５５．３％と最も多く，次に「経済的な負担の軽減」が５３．０％となって

いる。 

イ 就労 

   ・ 就労支援で必要なことについては，「職場の障がい者への理解」が２２．５％と最も多く，次

に「あらゆる業種での障がい者の採用枠の拡大」が９．９％となっている。 

  ウ 相談等 

   ・ 相談する時に困っていることについては，「特にない」が４５．６％と最も多く，次に「相談

先がわかりづらい」２１．１％，「専門的な相談ができない」が１２．６％となっている。 

   ・ 日常生活や社会生活で困っていることについては，「将来の生活のこと」が４２．８％と最も

多く，次に「経済的なこと」が２２．６％となっている。 

  エ 障がい福祉サービス・障がい児福祉サービス等 

   ・ 利用者の満足度について，「満足」，「やや満足」と回答した人の割合が６割を超えているサー

ビスは「居宅介護」，「就労継続支援（Ａ型，Ｂ型）」，「相談支援（計画相談・地域移行支援・地

域定着支援）」，「児童発達支援」，「放課後等デイサービス」，「医療型児童発達支援」，「日常生活

用具給付事業」となっている。 

   ・ 利用者の満足度について，「やや不満」，「不満」と回答した人の割合が３割を超えているサー

ビスは「短期入所（ショートステイ）」のみとなっている。 

   ・ 「児童発達支援」の不満の理由は，「利用できる施設が少ない」が６３．６％と最も多く，次

に「利用したいときに利用できない」が４５．４％，「障がいの特性を理解した支援がない」が

３６．４％となっている。 

   ・ 「放課後等デイサービス」の不満の理由は，「その他」が５４．５％と最も多く，次に「利用

したいときに利用できない」と「不満や要望を施設に言いづらい」がそれぞれ２７．３％，「障

害の特性を理解した支援がない」と「近くに使える施設がない」がそれぞれ２２．７％となっ

ている。 

・ 「移動支援事業」の不満な理由は，「サービスの内容が限られている」が５５．６％と最も多

く，次に「事業所が少なく申し込んでも使えないことがある」が３８．９％となっている。 
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【主なサービスの利用者満足度について（前回アンケート時との比較）】（単位：％） 

サービス名称 平成２９年度 令和２年度 増減 

居宅介護 ５９．５ ６２．１ ２．６

同行援護 ５１．４ ５２．７ １．３

行動援護 ４７．０ ４９．０ ２．０

短期入所（ショートステイ） ４０．０ ３９．２ △０．８

生活介護 ５６．１ ５９．１ ３．０

施設入所支援 ６９．７ ５４．４ △１５．３

共同生活援助（グループホーム） ５７．３ ５５．５ △１．８

就労移行支援 ５２．３ ５３．１ ０．８

就労継続支援（Ａ型，Ｂ型） ４９．７ ６０．３ １０．６

就労定着支援   ５０．０ ５０．０

相談支援（計画相談等） ５５．８ ６０．９ ５．１

児童発達支援 ６１．１ ７５．５ １４．４

放課後等デイサービス ６５．５ ７７．１ １１．６

医療型児童発達支援 ２５．０ ７７．８ ５２．８

保育所等訪問支援 ３７．５ ５０．０ １２．５

移動支援事業 ４６．１ ４４．７ △１．４

日中一時支援事業 ５５．２ ５８．０ ２．８

日常生活用具給付事業 ５２．８ ６３．６ １０．８

  オ 今後のサービスの充実 

   ・ 「福祉に関する相談機能の充実」や「いつでも相談できる体制にしてほしい」など「相談機

能の充実」が７０．４％と最も多く，次に「家族などの急な体調不良など，緊急時に利用でき

る施設を充実してほしい」が４５．６％となっている。 

  カ コロナ関連の意見（自由記述より） 

   ・ コロナ禍における，障がいのある方に対する支援についての情報がほしい。 

   ・ 新しい生活様式に沿った，障がい福祉サービスを提供していただけると有り難い。  

 

 事業所の回答結果 

 ア 事業運営・職員 

  ・ 事業を運営する上での課題については，「職員の確保」が７１．４％と最も多く，次に「職員の

育成」が６９．４％，「報酬単価の低さ」が４０．１％となっている。 

  ・ 職員の充足状況については，「やや不足している」が５０．３％と最も多く，「非常に不足して

いる」も８．２％となっており，約６割の事業所が職員不足と感じている。 

 イ 障がい福祉サービス・障がい児福祉サービス等 

  ・ 利用ニーズが増えていると６割以上が回答しているサービスについては，「施設入所支援」，「共

同生活援助（ＧＨ）」，「相談支援（計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援）」，「児童発達支

援」，「放課後等デイサービス」となっている。 
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  ・ 利用ニーズが減っていると２割以上が回答しているサービスについては，「就労移行支援」，「日

中一時支援事業（日中支援型）」，「日中一時支援事業（放課後支援型）」となっている。 

 ウ 地域生活への移行等 

  ・ 地域移行に必要なことは，「地域住民の正しい理解や協力」が５８．５％と最も多く，次に「地

域の相談支援体制の充実」が５１．０％となっている。 

  ・ 介護者の高齢化により介護ができなくなることに備えるために必要なことは，「夜間の支援体制

の充実（緊急時の対応，介護・医療的ケア等）」が５０．３％と最も多く，次に「ショートステイ

の受け入れ体制の整備」が４７．６％となっている。 

 エ 障がい児支援 

  ・ 障がい児への支援に必要なことは，「個々の特性に応じた療育の充実」が６１．２％と最も多く，

次に「医療・保健・教育との連携強化，情報交換の場の設定」が５７．１％，「障がいの早期発見，

早期支援の充実」が５５．１％となっている。 

  ・ 医療的ケア児の受け入れ状況については，「受け入れていない」が６４．６％と最も多く，次に

「受け入れている」が９．５％となっている。 

 オ 就労 

  ・ 一般就労に必要なことは，「企業・社会全体が支え合う仕組みづくり」が６６．０％と最も多く，

次に「障がい者雇用に対する企業の積極的な取り組み」が６３．３％となっている。 

 カ コロナ関連の意見（自由記述より） 

  ・ 感染予防や対策にこれまで以上に経費がかかっている。（消毒薬・防護具の整備等） 

 

４ 関係団体との意見交換会結果の概要について 

 ⑴ 目的 

「（仮称）第６期宇都宮市障がい福祉サービス計画・第２期宇都宮市障がい児福祉サービス計画」

策定にあたり，障がい児者の暮らしを支援する障がい福祉サービス・障がい児福祉サービス等の安

定的な提供体制の確保を図るため，障がい者団体等との意見交換を実施 

 

 ⑵ 概要 

  ア 団体（７団体） 

団体名 団体の構成員 

宇都宮市障害者福祉会連合会 身体障がいのある方とその家族等 

宇都宮精神保健福祉会 精神障がいのある方の家族等 

NPO 法人宇都宮市知的障害者育成会 知的障がいのある方の家族等 

栃木県障害施設・事業協会 障がい福祉サービス事業者等 

栃木県難病団体連絡協議会 難病のある方等 

宇都宮市自閉症児者親の会 自閉症，発達障がいのある子の親等 

NPO 法人障害者福祉推進ネットちえのわ 知的障がい，発達障がい等のある子の親等 

イ 実施期間 

    令和２年６月１１日～６月３０日 
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  ウ 実施方法 

    ヒアリングまたは書面による提出 

 

 ⑶ 意見交換の結果（抜粋） 

  ア 障がい福祉サービスについて 

   ・ 重度障がいのある方に対応できる短期入所やグループホームが少ない。 

   ・ 短期入所の事業所が少なく，利用したいときに利用できない。 

・ 移動支援について，施設から施設への移動にも利用できると良い。 

   ・ 本人や親へのグループホームなど，親なき後への理解啓発を進めてほしい。 

イ 就労について 

   ・ ジョブコーチの充実が必要である。 

   ・ 企業のトップだけではなく，障がいのある方を直接指導する職員に対して，障がいについて

の理解をお願いしたい。 

   ・ 企業における障がい者への理解を広げるため，企業への研修が定期的に行われると良い。 

  ウ 相談支援について 

   ・ 相談支援事業所の十分な数とスキルの向上が必要である。 

   ・ 急に親が入院になったときなど，どこに相談したら良いかわからない。 

 ・ サービス等利用計画は将来に向けて立てるべきであるが，現在はサービスを受けるためのだ

けに立てられている。 

 ・ 緊急時対応のための土日・休日の支援がほしい。 

エ 地域生活への移行について 

   ・ 地域の理解やグループホームの充実が必要である。 

   ・ 地域での生活を想定し，一定期間の生活体験ができる場が必要である。 

   ・ 地域の人に障がいを理解してもらえる環境が必要である。 

  オ 今後の生活について 

   ・ 親なき後に備え一人暮らしやグループホームの体験をしたいと思ってもできない状況である。 

   ・ 本人，家族向けに，親なき後に備えるための早期準備の大切さや必要性を認識してもらえる

ようにすると良い。 

   ・ グループホームに入所させたくても，費用の問題や保証人の確保等，課題がある。 

  カ 乳幼児期の支援について 

   ・ 親の障がい理解の啓発が必要である。 

   ・ 発達の仕方は個々により違うので，情報に振り回されないような支援が必要である。 

  キ 学齢期の支援について 

   ・ 個々の障がい特性を見極め，将来を見据えた支援が必要である。 

   ・ 放課後等デイサービスなど，学齢期の支援は整ってきている。 

  ク その他 

   ・ 外見上，障がいが分からない方に対する理解をお願いしたい。 

 ・ 家族が新型コロナウイルスに感染した場合，誰が本人を介護するか考えておくべきである。 


